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１ ． 町 営 住 宅 団 地 跡 地 等 活 用 基 本 方 針 策 定 の 目 的              

 町 で は 、人 口 減 少 に 伴 う 地 方 交 付 税 や 町 税 の 減 収 に 加 え 、社 会 福 祉 関

係 経 費 や 公 共 施 設 の 老 朽 化 に 伴 う 維 持 管 理 経 費 の 増 加 な ど に よ り 厳 し

い 財 政 運 営 を 強 い ら れ て お り 、 こ う し た 状 況 に 対 応 す る た め よ り 一 層

の 財 政 基 盤 の 強 化 ・ 確 立 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

 あ わ せ て 、今 後 、人 口 減 少 が 急 速 に 進 む と 見 込 ま れ て お り 、地 域 コ ミ

ュ ニ テ ィ の 衰 退 や 経 済 活 動 の 低 下 な ど 、 街 の 機 能 維 持 に 重 大 な 懸 念 が

生 じ る 可 能 性 が あ り 、 早 急 に 対 応 す る こ と が 必 要 と な っ て い ま す 。  

 こ の よ う な 状 況 の も と 、 地 域 活 性 化 を 進 め る う え で も 、 限 ら れ た 資

源・資 産 を 有 効 活 用 し 、効 率 的 な 行 政 運 営 に 努 め る こ と が 必 要 で あ り 、

財 政 基 盤 の 強 化 に 向 け た 取 り 組 み と し て 町 営 住 宅 団 地 跡 地 等 を 売 却 ・

貸 付 な ど で 活 用 し 、自 主 財 源 の 確 保 を 図 る こ と が 重 要 と な っ て い ま す 。 

 こ の た め 、町 営 住 宅 団 地 跡 地 等 の 現 状 と 課 題 を 明 確 に し 、そ の 活 用 に

対 す る 基 本 的 な 考 え 方 を 定 め る と と も に 、 こ れ ら の 情 報 を 広 く 町 民 等

に 公 表 す る こ と で 、町 民 共 有 の 財 産 の 適 正 な 管 理 と 公 平・公 正 で 透 明 性

の 高 い 活 用 を 推 進 し 、 全 庁 横 断 的 か つ 長 期 的 な 視 点 か ら 有 効 活 用 す る

こ と を 目 的 に こ の 方 針 を 策 定 し ま す 。  

  

２ ． 検 討 対 象 地                            

  次 の い ず れ か に 該 当 す る 町 有 地（ 以 下 、「 団 地 跡 地 等 」と い う 。）を

対 象 と し ま す 。  

 ⑴ 『 岩 内 町 公 営 住 宅 等 長 寿 命 化 計 画 』 に 基 づ く 用 途 廃 止 が 行 わ れ た

後 、 本 格 的 な 活 用 に 至 っ て い な い 旧 町 営 住 宅 団 地 跡 地 。  

 ⑵『 岩 内 町 公 営 住 宅 等 長 寿 命 化 計 画 』に お い て 用 途 廃 止 予 定 団 地 と し

て 位 置 付 け ら れ て い る 町 営 住 宅 団 地 敷 地 。  
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３ ． 団 地 跡 地 等 の 活 用 に お け る 課 題                              

 ⑴ 団 地 跡 地 等 の 増 加 と 維 持 管 理 経 費 の 増 加  

   団 地 跡 地 等 を 単 に 保 有 ・ 維 持 し て い く だ け で も 人 件 費 や 管 理 費

が 継 続 的 に 必 要 と な る う え 、 住 棟 の 老 朽 化 に 伴 う 応 急 修 繕 費 な ど

の 経 費 が 増 加 し て い く 傾 向 に あ り ま す 。  

 ⑵ 有 効 的 な 土 地 活 用 の 必 要 性  

   団 地 跡 地 等 を 放 置 し て お く こ と は 、治 安 や 景 観 の 悪 化 、不 動 産 価

値 の 低 下 、 地 域 活 性 化 へ の 阻 害 な ど 周 辺 環 境 へ 多 大 な 悪 影 響 を 及

ぼ す な ど の 問 題 を 引 き 起 こ す 原 因 と な る こ と か ら 積 極 的 な 活 用 に

つ い て 検 討 す る こ と が 必 要 で す 。  

 ⑶ 町 有 財 産 の 積 極 的 な 活 用 の 必 要 性  

   地 方 交 付 税 の 減 少 や 社 会 保 障 費 の 増 加 、町 有 施 設 の 老 朽 化 な ど 、

本 町 を 取 り 巻 く 財 政 状 況 の 変 化 に 対 応 す る た め 、 よ り 一 層 の 財 政

基 盤 の 強 化 ・ 確 立 を 図 る 必 要 が あ る こ と か ら 団 地 跡 地 等 は 将 来 的

な 利 用 を 仮 定 し て 保 有 す る だ け で は な く 、 民 間 へ の 売 却 や 貸 付 を

行 う こ と に よ り 、 固 定 資 産 税 や 使 用 料 に よ る 収 入 を 確 保 す る な ど

歳 入 確 保 の 有 効 な 手 段 と し て 積 極 的 に 活 用 を 図 っ て い く こ と が 今

後 も 必 要 で す 。  

 ⑷ 民 間 事 業 者 等 の ニ ー ズ に 応 じ た 適 正 な 価 格 の 設 定  

   財 産 の 売 却 若 し く は 賃 貸 の 価 格 に つ い て は 、 固 定 資 産 評 価 額 や

取 引 事 例 な ど を 基 に 時 価 を 設 定 す る な ど 適 正 な 対 価 で あ る こ と が

求 め ら れ ま す 。  

し か し な が ら 、実 際 に 土 地 を 活 用 す る に あ た っ て は 境 界 が 未 確 定

で あ っ た り 既 存 住 棟 の 除 却 や 、イ ン フ ラ 整 備 が 必 要 な 場 合 な ど 、相

当 の 経 費 と 整 備 期 間 が 必 要 と な る 場 合 も あ る こ と か ら 、売 却・賃 貸

価 格 の 決 定 に あ た っ て は 、民 間 需 要 や 財 産 の 個 別 要 因 を 総 合 的 に 判

断 し た う え で 、客 観 性・公 平 性 に 基 づ く こ と を 前 提 に 適 正 な 価 格 と

し て 時 価 を 下 回 る 価 格 を 設 定 す る こ と に つ い て も 検 討 が 必 要 で す 。 
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４ ． 団 地 跡 地 等 の 活 用 の 基 本 的 な 考 え 方                 

 団 地 跡 地 等 は 、町 民 共 有 の 財 産 で あ り 、本 来 的 に は 町 が 行 政 目 的 で 活

用 す る こ と が 望 ま し い で す が 、団 地 跡 地 等 の 中 に は 、厳 し い 財 政 状 況 や

周 辺 環 境 の 状 況 等 か ら 有 効 活 用 さ れ ず 長 期 に わ た っ て 未 利 用 ・ 低 利 用

の ま ま に な っ て い る も の が あ り ま す 。  

 こ う し た 団 地 跡 地 等 の 活 用 方 法 の 検 討 に あ た っ て は 、 過 去 の 経 過 や

漠 然 と し た 利 用 予 定 に 囚 わ れ 未 利 用・低 利 用 の 状 態 を 放 置 す る こ と で 、

周 辺 地 域 環 境 の 活 性 化 を 阻 害 し て い る だ け で な く 、 本 来 得 ら れ る は ず

で あ っ た 固 定 資 産 税 や 使 用 料 に よ る 収 入 の 機 会 を 逸 し 、 こ れ ら の 収 入

を 財 源 に 町 民 へ 提 供 で き た は ず の 公 共 サ ー ビ ス を 提 供 す る 機 会 を も 逸

し て い る と い う 危 機 感 を 持 つ と と も に 、 資 産 の 有 効 活 用 と い う 観 点 か

ら 未 利 用 ・ 低 利 用 状 態 を 解 消 す る と い う 覚 悟 を 持 っ て 町 と し て 積 極 的

に 取 り 組 ん で い く こ と と し ま す 。  

 な お 、団 地 跡 地 等 の 活 用 に あ た っ て は 、特 に 、次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意

し て い く も の と し ま す 。  

 ⑴ 団 地 跡 地 等 の 個 別 活 用 方 針 の 設 定 と 情 報 の 公 表  

   町 の 各 種 計 画 な ど と の 整 合 性 に 十 分 留 意 し 、 計 画 で 位 置 づ け ら

れ て い る 施 設 や 用 地 、 ま た 目 標 を 達 成 す る た め に 必 要 と な る 用 地

と し て の 活 用 を 第 一 に 検 討 す る と と も に 、 町 の 計 画 の 中 で 直 接 の

位 置 づ け は な く と も 、 政 策 課 題 の 解 決 な ど に 寄 与 す る た め の 活 用

に つ い て も 検 討 す る な ど し て 、 町 の 事 業 に よ る 活 用 に つ い て 判 断

し た う え で 、団 地 跡 地 等 の 個 別 活 用 方 針 を 設 定 し 、町 民 全 体 の 利 益

に つ な が る よ う 努 め ま す 。  

ま た 、個 別 活 用 方 針 に 関 す る 情 報 を 町 内 外 に 対 し 積 極 的 に 公 表 す

る こ と に よ り 、資 産 の 活 用 の 透 明 性 の 確 保 を 図 る と と も に 、民 間 事

業 者 等 に よ る 活 用 の 拡 大 を 図 り ま す 。  

 ⑵ 民 間 事 業 者 等 へ の 売 却  

   個 別 活 用 方 針 に お い て 町 の 事 業 に よ る 活 用 の 予 定 が 無 い と さ れ

た 町 が 保 有 す る 必 要 性 が 低 い 団 地 跡 地 等 に つ い て は 、 長 期 的 な 視

点 の も と 、積 極 的 に 民 間 事 業 者 等 へ 売 却・貸 付 に よ る 有 効 活 用 を 図

り ま す 。  

 ⑶ 国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 へ の 売 却 ・ 貸 付 の 優 先  

   国 、地 方 公 共 団 体 、公 共 団 体 及 び 公 共 的 団 体 が 、公 用 又 は 公 共 用

な ど に 活 用 す る 場 合 に は 、 上 記 ⑵ に 優 先 し 売 却 又 は 貸 付 を 検 討 し

ま す 。   



4 

 

５ ． 団 地 跡 地 等 の 活 用 に 向 け た 具 体 的 な 手 続 き 等                

 個 別 の 団 地 跡 地 等 の 活 用 に 向 け て は 、『 ４ ．団 地 跡 地 等 の 活 用 の 基 本

的 な 考 え 方 』 に も と づ き 、 次 の よ う に 進 め ま す 。  

 ⑴ 検 討 体 制  

   団 地 跡 地 等 の 個 別 活 用 方 針 の 策 定・見 直 し や 売 却・貸 付 の 実 施 に

つ い て は 、 多 岐 に わ た る 様 々 な 観 点 か ら 総 合 的 に 判 断 す る た め 特

別 職 及 び 部 長 職 で 構 成 す る『 岩 内 町 経 営 戦 略 会 議（ 以 下「 会 議 」と

い う 。）』 に お い て 検 討 し ま す 。  

 ⑵ 活 用 に 向 け た 手 続 き  

  ① 庁 内 に お け る 活 用 意 向 等 の 把 握 ・ 検 討  

    活 用 の 検 討 対 象 と な る 団 地 跡 地 等 の 情 報 を 全 庁 的 に 共 有 し 、

行 政 需 要 を 達 成 す る た め の 活 用 意 向 等 の 把 握 を 行 い ま す 。  

    活 用 意 向 等 の 把 握 に あ た っ て は 、活 用 の 目 的 、計 画 上 の 位 置 づ

け 、必 要 性 や 事 業 実 施 の 確 実 性 な ど を 整 理 し 、町 の 事 業 に よ る 活

用 意 向 の 妥 当 性 に つ い て 会 議 に お い て 検 討 し ま す 。  

  ② 個 別 活 用 方 針 の 設 定 ・ 公 表  

    ① の 検 討 を 踏 ま え 、 す べ て の 団 地 跡 地 等 の 個 別 活 用 方 針 に つ

い て 会 議 に お い て 検 討 し た う え で 町 が 設 定 す る も の と し 、 必 要

に 応 じ 適 宜 見 直 し を 行 い ま す 。  

    ま た 、個 別 活 用 方 針 が 設 定・見 直 し さ れ た 場 合 に は 、随 時 、町

の ホ ー ム ペ ー ジ 等 で の 公 表 や 関 係 機 関 ・ 団 体 等 へ 情 報 提 供 を 積

極 的 に 行 い ま す 。  

③ 積 極 的 な 民 間 事 業 者 等 へ の 処 分  

    ①・② の 手 続 き の 結 果 、個 別 活 用 方 針 に お い て 将 来 的 に 活 用 予

定 の 無 い 、 又 は 事 業 実 施 の 確 実 性 が 低 い 団 地 跡 地 等 と い っ た よ

う な 町 の 事 業 に よ る 活 用 が 明 確 に 見 込 め な い 団 地 跡 地 等 に つ い

て は 、積 極 的 に 民 間 事 業 者 等 へ 売 却・貸 付 を 行 う こ と と し 、民 間

事 業 者 等 の 創 意 工 夫 や ノ ウ ハ ウ を 生 か し た 発 案 を 受 け る サ ウ ン

デ ィ ン グ 型 市 場 調 査 の 実 施 に 積 極 的 に 取 り 組 む と と も に 、 調 査

に 基 づ く 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の 実 施 、活 用 方 法 、事 業 者 の 選 定 等

に つ い て 会 議 に お い て 検 討 す る も の と し ま す 。  

    ま た 、民 間 事 業 者 等 よ り 活 用 の 意 向 が 示 さ れ た 場 合 、一 般 競 争

入 札 に よ る 売 却・貸 付 を 原 則 と し ま す が 、周 辺 地 域 の 環 境 に 大 き

な 影 響 を 与 え る 可 能 性 が あ り 、 一 定 の 配 慮 が 必 要 と 考 え ら れ る

場 合 は 、 制 限 付 一 般 競 争 入 札 等 に よ る 手 法 に つ い て も 会 議 に お
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い て 検 討 し ま す 。（【 岩 内 町 町 営 住 宅 団 地 跡 地 等 活 用 フ ロ ー 図 】参

照 ）  
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６ ． 団 地 跡 地 等 の 概 要 ・ 個 別 活 用 方 針                                      

⑴ 団 地 跡 地 等 の 位 置   
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 ⑵ 団 地 跡 地 等 の 概 要  

団 地 跡 地 等 名  
面 積  

(㎡)  

地 目  用 途 地 域 ・  

その 他 の 制 限  

容 積 率 /  

建 ぺい率  

防 火  

指 定 等  
摘 要  

既 存  

住 棟  
下 水 道  

登 記  現 況  

みど り ヶ 丘 団 地 ① 8,290 雑 種 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条  保 育 所 駐 車 場 用 地  無  ×  

旧 栄 団 地  5,295 宅 地  宅 地  
第 二 種 中 高 層 住 居 ・  

土 砂 災 害 警 戒 区 域 (一 部 )  
200/ 60  ２２条   無  ×  

南 栄 団 地 ①  8,260
雑 種 地  

・ 宅 地  
宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   有  ×  

南 栄 団 地 ②  2,678 宅 地  宅 地  
第 二 種 中 高 層 住 居 ・  

埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地  
200/ 60  ２２条   有  ×  

南 栄 団 地 ③  3,712
雑 種 地  

・ 宅 地  
宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   有  ×  

高 台 団 地  987 宅 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   有  〇 

西 相 生 団 地  5,745 宅 地  宅 地  第 一 種 住 居  200/ 60  ２２条   有  ×  

旧 相 生 団 地  5,333 宅 地  宅 地  
第 二 種 中 高 層 住 居  

第 一 種 住 居  

200/ 60  

200/ 60  
２２条  

一 部 都 市 計 画 道 路 予 定 地  

(活 用 可 能 面 積  約 2,8 00 ㎡)  
無  △ 

相 生 団 地 (改 良 )  6 ,480 雑 種 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   有  ×  

旧 東 相 生 団 地 (改 良 )①  5,808 雑 種 地  宅 地  第 一 種 住 居  200/ 60  ２２条   無  △ 

旧 東 相 生 団 地 (改 良 )②  8,316 雑 種 地  宅 地  第 一 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   無  ×  

旧 東 相 生 団 地 (改 良 )③  4,552 雑 種 地  宅 地  第 一 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   無  ○ 

東 相 生 団 地  5,416 宅 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   有  ×  

旧 西 宮 園 団 地 ①  7,173 宅 地  宅 地  第 一 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条  公 園 用 地  無  ×  
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団 地 跡 地 等 名  
面 積  

(㎡)  

地 目  
用 途 地 域  

容 積 率 /  

建 ぺい率  

防 火  

指 定 等  
摘 要  

既 存  

住 棟  
下 水 道  

登 記  現 況  

旧 西 宮 園 団 地 ②  3,932
雑 種 地  

・ 宅 地  
宅 地  第 一 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   無  ×  

旧 西 宮 園 団 地 ③  3,001 宅 地  宅 地  第 一 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   無  ×  

東 宮 園 団 地 (簡 平 )  2 ,179 宅 地  宅 地  第 一 種 中 高 層 住 居  150/ 60  ２２条   有  ×  

旧 島 野 Ａ 団 地  3 ,769 宅 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   無  △ 

旧 島 野 Ｄ団 地  2,545 宅 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条  学 校 駐 車 場 用 地  無  ×  

旧 島 野 Ｂ団 地 (改 良 )  6 ,228 宅 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   無  ×  

島 野 Ｂ団 地  8 ,843 宅 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条   有  ×  

旧 島 野 団 地  3,736 宅 地  宅 地  第 二 種 中 高 層 住 居  200/ 60  ２２条  
一 部 町 有 施 設 用 地  

(活 用 可 能 面 積  約 2,8 00 ㎡)  
無  ×  
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 ⑶ 団 地 跡 地 等 の 個 別 活 用 方 針  

    『 岩 内 町 町 営 住 宅 団 地 跡 地 等 活 用 フ ロ ー 図 』 に 基 づ き 、 そ れ ぞ れ の 団 地 跡 地 等 に つ い て 活 用 意 向 を

確 認 の う え 、 個 別 活 用 方 針 を 下 記 の と お り と し ま す 。  

 

団 地 跡 地 等 名  町 事 業 によ る 活 用 状 況 ・ 活 用 意 向  
 個 別 活 用 方 針  

（ 令 和 ５年 ４月 時 点 ）  事 業 開 始 時 期  

みど り ヶ 丘 団 地 ① 保 育 所 駐 車 場  ― 
町 事 業 によ る 活 用  

※売 却 ・ 貸 付 につ いて 応 相 談  

旧 栄 団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

南 栄 団 地 ①  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

南 栄 団 地 ②  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

南 栄 団 地 ③  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

高 台 団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

西 相 生 団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 相 生 団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

相 生 団 地 (改 良 )  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 東 相 生 団 地 (改 良 )①  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 東 相 生 団 地 (改 良 )②  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 東 相 生 団 地 (改 良 )③  分 譲 用 地  R ５～  
町 事 業 によ る 活 用  

※残 地 の 売 却 ・ 貸 付 につ いて 応 相 談  
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団 地 跡 地 等 名  町 事 業 によ る 活 用 状 況 ・ 活 用 意 向  
 個 別 活 用 方 針  

（ 令 和 ５年 ４月 時 点 ）  事 業 開 始 時 期  

東 相 生 団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 西 宮 園 団 地 ①  公 園 整 備 事 業 【 検 討 中 】  未 定  町 事 業 によ る 活 用  

旧 西 宮 園 団 地 ②  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 西 宮 園 団 地 ③  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

東 宮 園 団 地 (簡 平 )  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 島 野 Ａ 団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 島 野 Ｄ団 地  学 校 駐 車 場  ― 
町 事 業 によ る 活 用  

※売 却 ・ 貸 付 につ いて 応 相 談  

旧 島 野 Ｂ団 地 (改 良 )  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

島 野 Ｂ団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

旧 島 野 団 地  無 し ― 売 却 ・ 貸 付  

 


